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令和７年第４回 

北竜町農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時  令和７年４月２４日(木) 午前8時47分から午前9時28分 

 

２．開催場所  すこやかセンター2階 会議室 

 

３．出席委員（ 10人） 

１０番 善岡 浩樹（会 長）  ７番 松田  力（会長代理） 

１番 永井  稔   ２番 高田 秋光   ３番 山外 明人 

４番 植松 春雄   ５番 川島 史伸   ６番 澤田 正人 

８番 川瀨  崇   ９番 藤崎 正雄  

 

４．欠席委員（   人） な し  

 

 

５．議事日程 

第 １ 会議録署名委員の選出   松田  力  川瀨  崇 

第 ２ 会議書記の指名      長谷局長、滝上推進員、清水野主事 

第 ３ 農政報告                参 与 井口課長 

第 ４ 会務報告                事務局 東海林局長 

第 ５ 議事参与の制限           あり（川瀨 崇） 

第 ６  報告第10号 農業者年金（旧制度・老齢年金）裁定請求の進達について 

第 ７ 報告第11号 農業者年金（新制度・老齢年金）裁定請求の進達について 

第 ８ 報告第12号 農地法第３条の３第１項の規定による相続の届出について 

第 ９  議案第 ８号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積

等促進計画の承認について 

第１０ 議案第９号 令和６年度農業委員会の目標及びその達成に向けた活動の点検・

評価について 

  第１１ 議案第10号 現況証明書の交付について 

 

 

６．農業委員会事務局職員 

    東海林孝行事務局長・滝上和昭農地推進員・阿部久仁光主事 

 

７．参与   

    井口純一産業課長 
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事務局長(東海

林)  

 

 

 

 

会 長（善岡） 

 

 

 

 

 

議 長（会長) 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

参与（井口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

みなさんお疲れ様です。 

本日は１０名の委員が出席しており定足数に達しておりますので、 

只今から令和７年 第４回農業委員会総会を開催いたします。 

それでは、善岡会長よりご挨拶を頂き、議事の進行をお願いいたします。 

 

 

おはようございます。種まき作業の真っ盛りの方、始まる方、色々いら

っしゃるかと思います。農作業忙しい時期ですが事故の無いように気をつ

けて作業に励んで頂きたいと思う次第です。また、ご存じのとおり4月人

事があり新たな体制での初めての総会となります。この一年宜しくお願い

します。 

 

 それでは、これより令和７年 第４回農業委員会総会を開催致します。 

  

 

 日程第１ 会議録 署名委員の選出について 

 松田委員・川瀨委員にお願い致します。 

 

 

日程第２ 会議書記の指名について 

会議書記には、東海林事務局長 滝上農地推進員 阿部主事 を配置 

いたします。 

 

 

日程第３ 農政報告  井口産業課長お願いします。 

 

 

 おはようございます。先日４月１日付人事に際し、役場内部についても

大きな改革がなされました。町の重要な政策推進や施設のマネージメント

等、総合的な調整、財政面をしっかり担う部署と言うことで、総合政策室

の拡充、従来の企画振興課についてはまち未来戦略課。住民課については

こどもくらし応援課、産業課については３名減ではありますが、地域おこ

し協力隊員や会計年度職員の配置も今後進めていく予定でありますので、

詳細ついてはあらためてご報告させて頂きたいと思います。 

農業とはあまり関係のない話で終始してしまいました。 

 

以上農政報告と致します。 

 

 

日程第４ 農業委員会会務報告をお願いします。 
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事務局長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会務報告 4ページをお開き下さい。 

【4ページ朗読】 

 

 

日程第５ 議事参与の制限について 

議事参与の制限が議案第８号で川瀨委員にかかります。 

  

それではこれより、報告３件、議案３件の審議に入ります。 

 

 

日程第６ 報告第 10 号 農業者年金（旧制度・老齢年金）裁定請求の

進達について、日程第７ 報告第 11 号 農業者年金（新制度・老齢年

金）裁定請求の進達について、関連がありますので、一括で事務局より

説明願います。 

 

 

５ページをお開き下さい。 

報告第 10 号 農業者年金（旧制度・老齢年金）裁定請求の進達につい

て 

  

平成１３年改正農業者年金基金法附則第８条第１項の規程により読み

替えられて、直その効力を有する者とされた旧法施行規則第２６条の規

定に基づき、別紙の者に係る旧老齢者年金裁定請求書を進達したので報

告する。 

 

令和７年４月２４日提出 

 

続きまして７ページをお開き下さい。 

報告第11号 農業者年金（新制度・老齢年金）裁定請求の進達につ 

いて 

 

独立行政法人農業者年金基金法施行規則第 14 条の規程に基づき、別紙

の者に係わる農業者老齢年金裁定請求書を進達したので報告する。 

 

令和７年４月２４日提出 

 

６ページ、８ページをそれぞれご覧下さい。 

 満６５歳到達による新旧老齢年金裁定請求書を受理し、令和７年３月２

４日農業者年金基金へ提出しましたのでご報告いたします。 

（旧制度）については６ページ 番号  ８７ 

（新制度）については８ページ 番号 １５５ 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

 

 

 受給者の氏名、住所、生年月日、年金の加入期間等は記載のとおりです。

以上で報告を終わります。 

 

 

 ご質問等ありますか？ 

 

 

【質疑無し】 

 

 

 

日程第８ 報告第 12 号 農地法第３条の３第 1 項の規定による相続の

届出について、事務局より説明願います。 

 

 

９ページをお開き下さい。報告第 12 号 農地法第３条の３第１項の規

程による相続の届出について 

 

農地法第３条の３第１項の規定による、相続により権利を取得した旨の

届出を別紙のとおり受けたので報告する。 

 

 令和７年４月２４日提出 

 

権利取得者 三谷 杉本 徳夫さん 

権利委譲者 父の杉本 幸一郎さん。平成３０年５月６日に亡くなら

れ、相続手続きに時間を要しておりましたが親族間協議が整い相続をする

ものであります。 

土地の所在は三谷２８番地２、外２０筆です。 

田が１８筆、畑が３筆で合計面積 109,253.34㎡です。 

土地の所在は資料１～２ページに航空写真を添付しておりますので、ご

参照下さい。 

以上で報告を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか？ 

 

 

【質疑無し】 
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議  長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

次に日程第９ 議案第８号 農地中間管理事業の推進に関する法律に

基づく農用地利用集積等促進計画の承認について、事務局より説明願い

ます。 

 

 

１１ページをお開き下さい。 

議案第８号、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用

集積等促進計画の承認について 

 

農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定により、北

竜町から意見を求められた別紙の農用地利用集積等促進計画について

議決を求める。 

 

令和７年４月２４日提出 

 

今回は使用貸借権の設定が４件です。地域計画の策定に伴い、３月まで

は農業経営基盤強化促進法による経過措置期間でありましたが、地域計

画が公告されたことから、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づ

く農用地利用集積等促進計画に完全移行されました。大きな変更点は、

相対ではなく間に北海道農業公社、農地中間管理機構が入った形になる

ことです。そのため、渡し人と受ける人の間には必ず北海道農業公社が

入ることになります。そのため議案の申請番号１番は小野 嵩さんか

ら、２番は小野 敏さんからそれぞれ北海道農業公社へ使用貸借し、３

番は北海道農業公社から川瀨 崇さんへ、４番は髙橋 知義さんへそれ

ぞれ使用貸借されるものであります。 

 

１２ページをご覧下さい。 

番号 ７－１ 

農地中間管理権の設定を受ける者 北海道農業公社 

農地中間管理権の設定をする者  和 小野 嵩 

管理権の種類内容は、使用貸借です。始期及び存続期間は記載のとおり

です。 

土地の所在は、和１０４番地１ 外９筆、 

田が１０筆で 面積は 47,208㎡となっております。 

資料３ページに航空写真がありますのでご参照下さい。 

 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 
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委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号 ７－１について、承認とされる方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号７－１について承認といたします。 

次に番号７－２について説明願います。 

 

 

１３ページをご覧下さい。 

番号７－２ 

農地中間管理権の設定を受ける者 北海道農業公社 

農地中間管理権の設定をする者  和 小野 敏 

 

管理権の種類内容は使用貸借です。始期及び存続期間は記載のとおりで

す。 

土地の所在は、和２１番地６ 外２９筆 

田が３０筆で 面積は 86,712.12㎡となっております。 

資料４～５ページに航空写真がありますのでご参照下さい。 

 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号 ７－２について、承認とされる方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 
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議  長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

番号７－２について承認といたします。 

次に番号７－３について、川瀨委員に議事参与の制限がかかります。 

それでは説明願います。 

 

 

１５ページをご覧下さい。 

番号 ７－３ 

農地中間管理権の設定を受ける者 和 川瀨 崇 

農地中間管理権の設定をする者  北海道農業公社 

管理権の種類内容は使用貸借です。始期及び存続期間は記載のとおりで

す。 

土地の所在は、和１０４番地１ 外３４筆 

田が３５筆で 面積は 121,139.12㎡となっております。 

資料６～７ページに航空写真、８ページに要件確認のチェックリストが

ありますのでご参照下さい。 

 

以上で説明を終わります。 

 

 

 ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号７－３について、承認とされる方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号７－３について承認いたします。 

ここで川瀨委員の議事参与の制限を解きます。 

次に番号７－４について説明願います。 

 

 

１７ページをご覧下さい。 

受理番号 ７－４ 

農地中間管理権の設定を受ける者 和 髙橋 知義 

農地中間管理権の設定をする者  北海道農業公社 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理権の種類内容は使用貸借です。始期及び存続期間は記載のとおりで

す。 

土地の所在は、和１０１番地１ 外４筆 

田が５筆で 面積は 12,786㎡となっております。 

資料９ページに航空写真、１０ページに要件確認のチェックリストがあ

りますのでご参照下さい。 

 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

 

採決いたします。 

番号７－４について、承認される方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号７－４について承認といたします。 

 

日程第９、議案第８号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく

農用地利用集積等促進計画の承認についてはすべて承認といたします。 

 

日程第 10 議案第９号 令和６年度農業委員会の目標及びその達成に

向けた活動の点検・評価について、事務局より説明願います。 

 

 

１８ページをご覧下さい。 

議案第９号 令和６年度農業委員会の目標及びその達成に向けた活動

の点検・評価について 

 

農業委員会における最適化活動の推進等について（令和４年２月２日付

け３経営第２５８４号農林水産省経営局長通知）に基づき、令和６年度

農業委員会の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について別冊

のとおり提出する。 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年４月２４日提出 

 

資料１１～１５ページの令和６年度農業委員会の目標及びその達成に

向けた活動の点検・評価をご覧下さい。 

内容につきましては、昨年３月の総会で承認頂きました令和６年度にお

ける最適化活動の目標設定等を基に実施状況等を反映させ、評価してお

りますので時間の都合上詳細の説明は省略させて頂きますがご確認を

お願いいたします。 

この後のスケジュールとしましては、本総会終了後街の HP 等で公表す

ることとなっております。 

 

以上で説明を終わります。 

 

 

このことについて、質疑等ございますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。承認とされる方は、挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

日程第１０ 議案第９号 令和６年度農業委員会の目標及びその達成

に向けた活動の点検・評価については承認といたします。 

 

日程第１１ 議案第１０号 現況証明書の交付について、事務局より説

明願います。 

 

 

１９ページをご覧下さい。 

議案第１０号 現況証明書の交付について 

 

現況証明書の交付願いがあったので、適否について審議する・ 

 

令和７年４月２４日提出 

 

２０ページをご覧下さい。 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

番号７－１ 

届出人 和 小野  敏 

土地の所在は、和２１番地１１ 外３筆です。 

証明理由は、地目変更登記申請をするものです。 

資料１６ページに申請地図面として航空写真を添付しておりますので

ご確認下さい。以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号７－１承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号７－１について承認いたします。 

 

日程第１１ 議案第１０号 現況証明書の交付については承認といた

します。 

 

 

以上で、第４回農業委員会総会を終了いたします。 
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議  長                           

 

 

７番委員                           

 

 

８番委員                           


